
土地境界 悩 トラブルの み・ に関する

境界問題合同相談会

日時：令和7年12月6日（土）
時刻：10：00～16：00
場所：アイーナ8階　813・814研修室

ブロック塀が

お隣にはみ出して

いたらどう
　しよう・・

どこが
　境界
なんだろう
　　？？

予約不要

相談無料

筆界特定制度 裁判外紛争解決
（ADR）

筆界特定登記官が筆界を特定する
弁護士と土地家屋調査士が
　 境界問題を解決する

（盛岡地方法務局） （境界問題相談センターいわて）

＼どちらも一緒に相談できます！／

盛岡地方法務局
筆 界 特 定 室

　岩手県土地家屋調査士会

境界問題相談センターいわて

TEL 019-624-9855TEL 019-908-7830


